
証券コード　3480
2022年１月７日

株 主 各 位
京 都 市 下 京 区 因 幡 堂 町 6 5 5 番 地
株 式 会 社 ジ ェ イ ・ エ ス ・ ビ ー
代 表 取 締 役 社 長 近 藤 雅 彦

１．日 時 2022年１月26日（水曜日）午前10時30分
２．場 所 京都市下京区烏丸高辻󠄁東入ル高橋町630番地

ホテル日航プリンセス京都３階　「ローズ」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第33期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）事業報告、連結計算

書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第33期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）計算書類の内容報告

の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役10名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上
     

第33回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第33回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては当日のご出席はお
控えいただき、書面（郵送）またはインターネット等による事前の議決権行使をご推奨申しあげま
す。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って、2022年１月25日
（火曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（https://www.jsb.co.jp/）に掲載させていただきます。
　本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（https://www.jsb.co.jp/）に掲載しております。

① 事業報告の「新株予約権等の状況」「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状
況」

② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

　なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算
書類及び計算書類に含まれております。
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＜新型コロナウイルス感染症への対応について＞

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては当日のご出席はお控えいただき、書
面（郵送）またはインターネット等による事前の議決権行使をご推奨申しあげます。

・ご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方などご心配、ご不安のある方は、特に慎重なご判断をお願
いいたします。

・ご出席いただく株主様におかれましては、マスク着用などの感染予防にご協力くださいますようお願い申しあ
げます。

・本株主総会会場におきましては、開催日現在の状況に応じ、当社運営スタッフのマスク着用やアルコール消毒
液の設置など、感染予防のための措置を講じてまいりますので、ご理解とご協力のほどお願い申しあげます。

・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と見受けられる方にはご入場を
お断りさせていただくことがございます。

・当日は、開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案の詳細な説明
を省略させていただく場合がございます。株主の皆様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいた
だけますようお願い申しあげます。

　今後の状況変化により、本株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイ
ト（https://www.jsb.co.jp/）にてお知らせいたします。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案に対
する賛否をご入力ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2022年１月26日（水曜日）
午前10時30分

2022年１月25日（火曜日）
午後６時到着分まで

2022年１月25日（火曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内
こちらに議案に対する賛否をご記入ください。
第１、２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書はイメージです。
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力く
ださい。

2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力く
ださい。

4

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコン及びスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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（2020年11月 1 日から
2021年10月31日まで）

（添付書類）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の断続的な感染再拡大に

より停滞が続いておりました。度重なる緊急事態宣言の発出等により経済社会活動が制限され
た結果、製造業や情報通信業が比較的堅調な一方、個人向けサービスの低迷が続くなど、業種
による二極化が鮮明になりました。ワクチン接種の拡がりに伴い外出行動の抑制度合は段階的
に縮小しており、消費も持ち直しに転じる見通しではあるものの、更なる感染再拡大への懸念
等、依然として予断を許さない状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループの主たる顧客層である学生の動向におきまして
は、大学（大学院を含む）の学生数は291.8万人と前年より３千人増加（文部科学省「令和３
年度学校基本調査（速報値）」）し、前年度の減少から一転、増加へ転じることとなり、当社
グループを取り巻く市場環境につきましては追い風となる状況となっております。

このような環境の中で、当社グループにおきましては、2030年長期ビジョン『Ｇｒｏｗ　
Ｔｏｇｅｔｈｅｒ　2030』に基づく新中期経営計画『ＧＴ０１』（2021年10月期～2023
年10月期）の計画実践初年度にあたる当連結会計年度において、主力の不動産賃貸管理事業
では計画策定時点での低調な見通しから、前年を上回る入居率に至るなど、一転して好調な状
況で推移しました。また、2021年７月26日の取締役会決議に基づき、新株式の発行及び株式
売出しを行い、調達資金による成長投資の加速と、投資家層の拡大、市場株式の流動性向上を
図ってまいりました。

次年度以降につきましても中期経営計画の超過達成を通じてより一層の成長を目指し、積極
的な新規物件開発による収益基盤の底上げや、高水準の入居率確保へ向けた募集力、斡旋力の
強化に努めてまいります。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は52,787,978千円（前期比9.8％増）、経常利益
5,203,523千円（同22.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益3,252,963千円（同
17.8％増）となりました。
　セグメント別の状況については、以下のとおりであります。
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（不動産賃貸管理事業）
物件管理戸数は順調に増加しました。（前期比3,462戸増 75,946戸 ※４月末現在）借上・自

社所有物件の入居率は前述のとおり、低調な予測から一転して前年を上回る水準を確保しまし
た。（前期99.8％ 当期99.9％ ※４月末現在）この結果、学生マンションの家賃収入をはじめと
する各種不動産賃貸関連サービスにおける売上高は順調に推移しました。

費用面では、借上物件の管理戸数増加による保証家賃の増加、人員数の増加による人件費負
担の増加、自社所有物件の増加に伴う減価償却費の増加、食事付き学生マンションの積極展開
による食材仕入等の増加がありました。

当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学生支援策として全国500
室を対象とした学生支援特別プランを実施いたしましたが、当連結会計年度での経営成績への
大きな影響はありません。

以上の結果、売上高49,519,310千円（前期比10.2％増）、セグメント利益6,642,937千円
（同21.6％増）となりました。

（高齢者住宅事業）
2021年10月１日に食と運動による健康寿命延伸を目指すことをコンセプトとしたサービス

付き高齢者向け住宅『グランメゾン迎賓館豊中刀根山』がオープンしました。
また、その他の既存施設においても、営業力強化や損益改善施策等、各種取り組みにより当

セグメント全体の事業収益は順調に推移いたしました。
費用面では新拠点のオープンに向け、施設内の備品類調達費用の増加、広告宣伝活動を積極

的に行ったことによる広告宣伝費の増加がありました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、当連結会計年度での経営成績への大きな影

響はありません。引き続き、入居者、施設スタッフへのワクチン接種をはじめ、感染防止を徹
底した各種取り組みを継続的に行ってまいります。

以上の結果、売上高2,802,188千円（前期比3.2％増）、セグメント利益353,642千円（同
15.5％増）となりました。

（その他）
当セグメントのうち、日本語学校事業では、新型コロナウイルス感染症の断続的な感染再拡

大に伴う入国制限の長期化の影響を受け、待機留学生の発生、受け入れ時期の遅延も比例して
長期化することとなりました。足もとでは、政府よりビジネス関係者、留学生、技能実習生ら
に対する入国制限を条件付きで緩和するといった動きはあるものの、更なる感染再拡大への懸
念等、依然として不透明な状況が継続しております。

グループ会社のハッカソン運営を展開する株式会社Ｍｅｗｃｋｅｔについて、同社への投資
回収時期の不確実性から第３四半期連結累計期間において、のれん等の減損損失を計上しまし
た。しかしながら、同社の運営するハッカソンを通じたＩＴ、ＡＩの学習機会の創出を軸とし
た事業分野では継続的に引き合いは強く、運営受注も順調に積み上がっております。そのた
め、投資回収時期の遅れは発生したものの、将来的な投資回収は可能であると考えておりま
す。
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グループ会社の第０新卒事業を展開する株式会社スタイルガーデンでは、インターンシップ
を中心とした事業展開により、当初計画を上回る業績水準で推移しており、当セグメントの事
業収益に貢献するとともに学生支援におけるグループシナジーの発揮に努めております。

以上の結果、売上高466,479千円（前期比13.5％増）、セグメント損失172,150千円（前
期はセグメント損失106,177千円）となりました。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において実施しました設備投資の総額は7,074,067千円であり、これは主と
して自社物件の開発によるものであります。

③　資金調達の状況
　当社は、当連結会計年度に自社物件の開発資金として、取引銀行５行より総額4,540,000千
円の資金調達を行いました。
　また当連結会計年度において、公募増資による新株式の発行により、3,038,175千円の資金
調達を行いました。

④　重要な組織再編等の状況
　該当事項はございません。
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区 分 第 30 期
(2018年10月期)

第 31 期
(2019年10月期)

第 32 期
(2020年10月期)

第 33 期
(当連結会計年度)
(2021年10月期)

売 上 高 (千円) 38,940,140 42,667,695 48,058,282 52,787,978

経 常 利 益 (千円) 2,890,833 3,345,341 4,248,712 5,203,523

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (千円) 2,078,791 2,307,744 2,761,826 3,252,963

１株当たり当期純利益 (円) 231.21 242.03 289.06 332.36

総 資 産 (千円) 29,933,443 34,578,155 40,245,739 50,335,275

純 資 産 (千円) 12,621,043 14,793,095 17,235,694 23,199,523

１株当たり純資産 (円) 1,341.91 1,542.57 1,790.16 2,205.14

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２. 2020年５月１日付で株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っておりますが、第30期の期
首に当該株式分割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定して
おります。
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区 分 第 30 期
(2018年10月期)

第 31 期
(2019年10月期)

第 32 期
(2020年10月期)

第 33 期
(当事業年度)

(2021年10月期)
売 上 高 (千円) 33,674,636 37,002,681 41,409,460 45,395,271

経 常 利 益 (千円) 2,300,010 2,859,624 3,593,446 3,917,544

当 期 純 利 益 (千円) 1,773,647 2,133,507 2,558,584 2,537,993

１株当たり当期純利益 (円) 197.27 223.76 267.78 259.31

総 資 産 (千円) 27,658,436 32,012,474 37,057,723 46,230,872

純 資 産 (千円) 11,302,341 13,318,628 15,567,749 20,793,251

１株当たり純資産 (円) 1,201.69 1,388.81 1,619.96 1,978.51

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２. 2020年５月１日付で株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っておりますが、第30期の期
首に当該株式分割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定して
おります。
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会 社 名 資本金 当社の議決権
比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 50百万円 100.00％ 学生向け不動産の仲介
建物管理業･入居者管理業務

総 合 管 財 株 式 会 社 50百万円 100.00％ ファシリティマネジメント
リビングネットワークサービス株式会社 10百万円 100.00％ 家賃債務保証業
株 式 会 社 Ｏ Ｖ Ｏ 80百万円 100.00％ 学生向けの就職支援
株式会社グランユニライフケアサービス 50百万円 100.00％ 介護サービス業
株式会社ジェイ・エス・ビー・フードサービス 50百万円 100.00％ フードサービス

株 式 会 社 東 京 学 生 ラ イ フ 40百万円 100.00％ 学生向け賃貸マンションの
企画・管理・運営

株 式 会 社 湘 南 学 生 ラ イ フ 10百万円 100.00％ 学生向け賃貸マンションの
管理・運営

株 式 会 社 ス タ イ ル ガ ー デ ン ３百万円 100.00％ 人材の職業適性、能力開発に
関するコンサルティング

株 式 会 社 Ｍ ｅ ｗ ｃ ｋ ｅ ｔ 122百万円 71.49％ ＡＩ人材プラットフォーム事業

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況等
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⑷　対処すべき課題
　当社グループを取り巻く経営環境は、近年の社会システムの大きな変化が新型コロナウイルス感
染症拡大を契機にさらに加速し、昨日までの「近未来」が眼前の現実となっています。こうした環
境変化に対応し、当社グループが更なる成長を実現するため、変わらぬ軸として持ち続ける経営理
念「豊かな生活空間の創造」に立ち返り、存在目的（Purpose：パーパス）を定義し、「豊かな生
活空間」のディスラプション（創造的破壊（Disruption））のもと、2030年における当社グルー
プのありたい姿、長期ビジョン『Ｇｒｏｗ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ 2030』としました。そして、この長
期ビジョンの実現に向けた最初の３ヶ年を第一フェーズと位置付ける新中期経営計画『ＧＴ０１』
を策定しました。これら中長期的な戦略を実行する上で、当社グループの優先的に対処すべき課題
は以下のとおりであります。

＜不動産賃貸管理事業＞
■新型コロナウイルス感染症の終息後を見据えた、新型コロナウイルスとの共存対応
マンション内や店舗における感染防止対策を徹底するとともに、入居者に感染者が発生した場
合の迅速な対応、従業員が感染した場合のＢＣＰ（事業継続計画）も策定し、影響を最小限に
抑えられるよう取り組んでおります。また、コロナ禍を背景とした学生支援キャンペーンも適
宜実施に努めております。

■新たな価値提供により、学生マンション分野で唯一無二の存在に
・住まうことが新たな価値を生み出す学生マンションづくり
・ニーズを創る多様なラインナップの提供
・学生向けサービス総合プラットフォーマーとして新しいマーケットを創造する「カテゴリー
キング」を追求

＜高齢者住宅事業＞
■多様なＱＯＬ（Quality Of Life）の向上を目指すスマートコミュニティを実現
・不動産活用や在宅生活支援、リアルとオンラインのハイブリッド型による公民館化といった
地域社会のインフラとなる取り組みを実践
・看護サービスの充実やウェアラブル端末を通じたモニタリングシステムの導入等、ヘルステ
ックの活用による安心と生産性の向上

＜その他＞
■ＵｎｉＬｉｆｅでしかできない学びを提供し続ける
・学び・体験・つながりと一体化した、新たな住まい概念を実現
・社会で活躍・貢献できる人材育成を通じ、社会インフラの役割を果たす

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげま
す。
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⑸　主要な事業内容（2021年10月31日現在）
　不動産賃貸管理事業においては、主に学生を対象としたマンションの企画提案、竣工後の建物
の賃貸運営及び管理業務を行っております。
　具体的には、当社オリジナル仕様の学生マンション等を不動産オーナーに企画提案し、建物が
竣工した後は当社が一括借上を行い、オーナーに対する家賃保証を行ったうえで、学生等の入居
者に転貸する事業を行っております。また、不動産オーナーと入居者間で賃貸借契約を締結する
運営方式の場合には、入居に応じ当社にて家賃回収代行を行っております。なお、建物メンテナ
ンスや入居者サポート業務、アセットマネジメント会社からのプロパティマネジメント業務の受
託及び大学等からの学生寮の企画・運営業務の受託も行っております。
　高齢者住宅事業においては、不動産オーナーに対して主としてサービス付き高齢者向け住宅に
よる不動産の活用を企画提案し、竣工後の運営業務を受託しております。なお、当社が運営を受
託した物件については、主に当社にて一括借上を行い、借主に転貸する方式であります。また、
入居者の他、一部、近隣住民等も対象に介護サービス事業を提供しております。
　その他事業においては、企業の採用活動を代行し、学生の採用を目的とした企業説明会の開催
の企画、サポート等を受託しております。学生に対しては、企業説明会や就職セミナー情報の提
供を行うことで就職活動の支援を行っております。また、アルバイト情報の提供、インターンシ
ップ（学生が一定期間企業等の中で研修生として働き、自分の将来に関連のある就業体験を行え
る制度）の支援及び海外からの留学生向けの日本語学校の運営等も行っております。
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本 社 京都市下京区因幡堂町655番地
東 京 本 部 東京都新宿区西新宿一丁目６番１号
札 幌 支 社 札幌市北区北七条西四丁目３番１号
仙 台 支 社 仙台市青葉区中央一丁目10番１号
名 古 屋 支 社 名古屋市中村区名駅四丁目27番６号
大 阪 支 社 大阪市東淀川区東中島一丁目20番14号
岡 山 支 社 岡山市北区奉還町一丁目２番７号
福 岡 支 社 福岡市早良区西新四丁目９番35号

株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 東京都新宿区西新宿一丁目６番１号
総 合 管 財 株 式 会 社 京都市下京区因幡堂町655番地
リビングネットワークサービス株式会社 京都市下京区因幡堂町655番地
株 式 会 社 Ｏ Ｖ Ｏ 京都市下京区因幡堂町655番地
株式会社グランユニライフケアサービス 京都市下京区因幡堂町655番地
株式会社ジェイ・エス・ビー・フードサービス 京都市下京区因幡堂町655番地
株 式 会 社 東 京 学 生 ラ イ フ 東京都新宿区西新宿一丁目６番１号
株 式 会 社 湘 南 学 生 ラ イ フ 神奈川県藤沢市南藤沢20番18号
株 式 会 社 ス タ イ ル ガ ー デ ン 大阪市北区堂島二丁目３番７号
株 式 会 社 Ｍ ｅ ｗ ｃ ｋ ｅ ｔ 東京都新宿区西新宿一丁目６番１号

⑹　主要な事業所（2021年10月31日現在）
①　当社の主要な事業所

②　子会社等
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事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

不 動 産 賃 貸 管 理 事 業 789（448）名 26名増（67名増）

高 齢 者 住 宅 事 業 191（144） －（15名増）

そ の 他 38 （38） 3名減（18名増）

全 社 （ 共 通 ） 75 （6） 14名増 （5名減）

合 計 1,093（636） 37名増（95名増）

区分 使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男性 144名 11名増 44.5歳 12.1年

女性 88名 5名増 37.5歳 7.8年

合計又は平均 232名 16名増 41.8歳 10.5年

⑺　使用人の状況（2021年10月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー等を含む。）は、最近１年間の平均人員を
（　）外数で記載しており、１人当たり１日８時間換算にて算出したものであります。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。
また、出向者には当社グループ間の出向者も含まれます。なお、臨時雇用者数（パートタイマー等を含
む。）は含まれておりません。
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借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,710,021千円

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 2,887,365千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,908,090千円

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 1,629,138千円

株 式 会 社 京 都 銀 行 1,497,185千円

⑻　主要な借入先の状況（2021年10月31日現在）

（注）当社は、自社物件の開発資金調達を目的として、取引銀行４行と総額36億円のコミットメント期間付タ
ームローン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく借入実行残高はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
①　損害賠償請求訴訟について

2014年５月22日付にて、有限会社オリエント興産外２名から、当社外５名を被告とする損
害賠償請求を神戸地方裁判所において提起されておりましたが、2019年２月14日付で当社主
張を大方認める判決が言い渡されました。その後原告らより、当該判決を不服として2019年
３月２日付にて大阪高等裁判所に控訴がなされ、2021年１月19日付で、当社に対し20,669
千円及びそれに対する遅延損害金の支払いを命じる旨の判決が言い渡されました。原告ら（控
訴人ら）は、当社が2013年10月１日付で吸収合併した株式会社第一都市計画が原告有限会社
オリエント興産との間で設計監理契約を締結した建物に瑕疵が存在するとして、その損害賠償
を求めていたものであり、当社としては原告ら（控訴人ら）の請求はいずれも不当なものであ
ると考え、その旨裁判手続きにおいて主張してきたものの、当該判決に従いその支払いを行い
ました。なお、原告ら（控訴人ら）は当該判決を一部不服として、2021年２月１日付で最高
裁判所に上告提起及び上告受理の申立てを行った後、2021年４月19日付で上告提起のみ取り
下げられております。

②　連結子会社間の吸収合併について
2021年11月１日付で、いずれも当社連結子会社である株式会社東京学生ライフを存続会

社、株式会社湘南学生ライフを消滅会社とする吸収合併を行っております。
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①　発行可能株式総数 32,296,000株
②　発行済株式の総数 10,747,400株

③　株主数 2,854名

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

岡 　　靖 子 3,593,900株 34.19％

株式会社　日本カストディ銀行（信託口） 1,068,300株 10.16％

光通信　株式会社 648,100株 6.16％

ＯＭインベストメント　株式会社 570,000株 5.42％

日本マスタートラスト信託銀行　株式会社（信託口） 531,300株 5.05％

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ
常任代理人　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券　株式会社 300,098株 2.85％

森トラスト　株式会社 237,000株 2.25％

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ
ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５０１９
常任代理人　香港上海銀行　東京支店

231,200株 2.20％

三菱ＵＦＪキャピタル４号投資事業有限責任組合 182,600株 1.73％

株式会社　シティビルサービス 182,200株 1.73％

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2021年10月31日現在）

（注）公募増資及びストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は962,000株増加しておりま
す。

④　大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を238,436株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３. 持株比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（社外取締役を除く） 27,000株 ２名

社外取締役 －株 －名

監査役 －株 －名

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「２．（２）③取締役及び監査役の報酬等」に記載しておりま
す。

⑥　その他株式に関する重要な事項
　当社は、2020年12月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を実施いたしま
した。取得した株式の総数は88,700株、株式の取得価額の総額は299,999千円であります。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 近 藤 雅 彦
営業推進本部長
株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク代表取
締役

常 務 取 締 役 小 管 香 織
事業開発本部長兼秘書室長
株式会社ＯＶＯ代表取締役
株式会社Ｍｅｗｃｋｅｔ代表取締役

取 締 役 林 　 健 児 管理本部長

取 締 役 山 本 貴 紀 高齢者事業本部長兼業務統括部長

取 締 役 金 井 宏 之 企画開発本部長

取 締 役 岡 　 靖 子

取 締 役 田 中 　 剛

取 締 役 白 石 徳 生 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長　監査
部担当

取 締 役 遠 藤 富 祥 公認会計士遠藤富祥事務所所長

取 締 役 鈴 木 康 之 弁護士法人鈴木康之法律事務所代表

常 勤 監 査 役 岡 田 健 一

監 査 役 平 口 　 勲 平口税理士事務所所長

監 査 役 角 本 　 武 角本武税理士事務所所長

⑵　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2021年10月31日現在）

（注）１. 取締役のうち白石徳生氏、遠藤富祥氏及び鈴木康之氏は、社外取締役であります。
２. 監査役のうち平口 勲氏及び角本 武氏は、社外監査役であります。
３. 監査役平口 勲氏及び監査役角本 武氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しております。
４. 2021年１月27日開催の第32回定時株主総会において、新たに岡田健一氏が監査役に就任いたしま

した。また同株主総会終結の時をもって、豊田昭欣氏は任期満了により監査役を退任いたしました。
５. 2021年１月27日付で、近藤雅彦氏は取締役副社長から代表取締役社長に就任いたしました。また同

日付で、岡　靖子氏は代表取締役会長を、田中　剛氏は代表取締役社長をそれぞれ退任し、取締役と
なりました。

６. 当社は、取締役白石徳生氏及び取締役鈴木康之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、同取引所に届け出ております。

７. 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
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項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

②　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おります。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社の子会社の取締役及び監査役であり、保険料
は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負
うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約に
より保険会社が填補するものであります。ただし、被保険者の犯罪行為や法令に違反することを認識し
ながら行った行為等一定の事由に起因する損害等は、填補の対象外とすることにより、被保険者の職務
の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

③　取締役及び監査役の報酬等
役員報酬等の内容の決定に関する方針等

イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
　当社は、2021年１月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決
定方針を決議しております（なお、2021年11月30日付の取締役会決議により一部改定しておりま
す）。

ロ．決定方針の内容の概要
　取締役の報酬等は、各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、各連結会計年度
の業績に連動した業績連動報酬及び中長期インセンティブとしての株式報酬により構成されます。
基本報酬及び株式報酬については、独立役員で過半数を構成する報酬委員会における事前審議によ
り作成された原案を取締役会に諮り決定します。また業績連動報酬については、社内規程に定める
基準に基づく客観的に算定された金額を支給します。業績連動報酬に係る指標は連結経常利益であ
り、一過性の特別損益を除いた収益性を示す財務数値であることから当該指標を選択します。当事
業年度の連結経常利益の目標超過率及び対前期比率がいずれも100％以上の場合、当該目標超過率
及び対前期比率ならびに役職に応じたポイントをもとに定められた算式によって算定された金額が
支給されます。ただし、社外取締役についてはその職責に鑑み、業務執行からの独立性を確保する
観点から基本報酬のみとします。これらの支給割合については短期的及び中長期的なインセンティ
ブ並びに現金及び株式報酬のバランスを考慮して設定します。取締役の個人別の報酬等の内容につ
いての決定は以下のとおりであります。基本報酬は、報酬委員会の作成した原案に基づき取締役会
で総額を決議し、個人配分は報酬委員会に一任します。業績連動報酬は、社内規程に基づき算定さ
れた総額及び個別の配分を取締役会において決議します。譲渡制限付株式割当てのための報酬額に
ついては、報酬委員会が作成した原案に基づきその総額及び個別の配分を取締役会にて決議しま
す。
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区　　分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取　締　役
（うち社外取締役）

343,289
(10,800)

150,000
(10,800)

177,190
(－)

16,099
(－)

10
(３)

監　査　役
（うち社外監査役）

11,670
(1,920)

11,670
(1,920)

－
(－)

－
(－)

４
(２)

合　　　計
（うち社外役員）

354,959
(12,720)

161,670
(12,720)

177,190
(－)

16,099
(－)

14
(５)

ハ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断し
た理由
　取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及
び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿
うものであると判断しております。

④　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上表には、2021年１月27日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名（う
ち社外監査役なし）を含んでおります。

２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 業績連動報酬にかかる指標は連結経常利益であり、その選定理由及び算定方法は「③取締役及び監査

役の報酬等イ，役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に、その実績は「１．（2）①企業集団の
財産及び損益の状況」にそれぞれ記載のとおりであります。

４. 非金銭報酬等の内容は当社株式であります。取締役に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブの付与及び一層の株主価値の共有を目的として、譲渡制限付株式報酬を付与しております。各
事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限は60千株、譲渡制限期間は割当を受けた日か
ら３年間から10年間までの間で当社取締役会が定める期間とし、当該期間が満了する前に当社又は
当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社の取締役会
が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、割当株式を当然に無償で取得するものとしておりま
す。また、当事業年度における交付状況は「２（１）⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役
員に対し交付した株式の状況」に記載しております。
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５. 取締役の報酬等の限度額は、2016年10月14日開催の臨時株主総会において年額1,000,000千円以
内（うち社外取締役分100,000千円以内）（当該株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち社外
取締役４名）））と決議いただいております。また別枠で、同臨時株主総会において、社外取締役を
除く取締役のストック・オプション報酬額として年額97,500千円以内と、2019年１月25日開催の
第30回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための
報酬額として年額150,000千円以内（当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は
７名）とそれぞれ決議いただいております。

６. 監査役の報酬等の限度額は、2004年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額70,000千円
以内（当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名）と決議いただいております。

７. 取締役会は、取締役岡　靖子氏、社外取締役白石徳生氏及び社外取締役鈴木康之氏の３名によって構
成される報酬委員会に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、
独立役員で過半数を構成する報酬委員会での審議・決定に委ねることにより、その決定に係る手続の
透明性及び公正性を確保するためであります。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役白石徳生氏は株式会社ベネフィット・ワンの代表取締役社長であり、当社は同社の
福利厚生サービスの提供を受けております。

・取締役遠藤富祥氏は公認会計士及び税理士であり、公認会計士遠藤富祥事務所の所長であ
ります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。当
社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役平口　勲氏及び監査役角本　武氏は税理士であり、それぞれ税理士事務所の所長で
あります。当社と両兼職先との間には特別の関係はありません。
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出席状況及び発言状況

取 締 役 　 白 石 徳 生
　当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席いたしました。企
業経営者としての経験と知見から、必要に応じ発言を行っており、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役 　 遠 藤 富 祥

　当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席いたしました。主
に公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、必要に応じ発言を行
っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。

取 締 役 　 鈴 木 康 之
　当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に出席いたしました。主
に弁護士としての経験や専門的見地から、必要に応じ発言を行っており、意思
決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監 査 役 　 平 口 　 勲
　当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席し、監査役会15回
のうち15回に出席いたしました。主に税理士としての経験や専門的見地か
ら、必要に応じ発言を行っております。

監 査 役 　 角 本 　 武
　当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席し、監査役会15回
のうち14回に出席いたしました。主に税理士としての経験や専門的見地か
ら、必要に応じ発言を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）社外取締役については、社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要も含めて記載しており
ます。

報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 39,000千円

⑶　会計監査人の状況
①　名称　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。
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③　当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社子会社の計算書類監査の状況
　該当事項はありません。

④　非監査業務の内容
　当社は有限責任監査法人トーマツに対して、新株式の発行及び株式売出しに係るコンフォー
トレター関連業務等に対し、対価を支払っております。

⑤　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。

⑷　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付け、持続的な成長

と企業価値向上のための積極的な事業展開や様々なリスクに備えるための財務健全性とのバラン
スを考慮したうえで、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。配当につき
ましては、安定配当を維持しながら中長期的な視点で連結業績に応じた利益還元を重視し、連結
総還元性向20％を目標に毎期の配当額を決定することといたします。また、自己株式の取得に
つきましても、株主還元や資本効率向上のため、時期及び財務状況に応じて実施することといた
します。これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、持続的成長原資とな
る戦略的投資に向けた内部留保の確保等を勘案し、１株につき35円とさせていただく予定であ
ります。
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（2021年10月31日現在）
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
た な 卸 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
退職給付に係る資産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

14,371,210
12,770,982
647,630
182,326
771,653
△1,383

35,964,065
29,208,611
17,196,299

15,069
195,565
9,914,502

9,405
1,877,768

886,658
347,233
539,424

5,868,795
1,126,298
64,590

3,390,139
183,706
461,318
652,415
△9,673　

流 動 負 債 9,245,071
営 業 未 払 金 526,843
短 期 借 入 金 50,000
１年内償還予定の社債 20,000
１年内返済予定の長期借入金 998,574
未 払 法 人 税 等 1,096,673
前受金及び営業預り金 4,326,356
前 受 収 益 902,388
賞 与 引 当 金 278,815
役 員 賞 与 引 当 金 177,190
そ の 他 868,229

固 定 負 債 17,890,680
社 債 30,000
長 期 借 入 金 14,843,028
長期預り敷金保証金 2,574,593
退職給付に係る負債 317,416
資 産 除 去 債 務 90,941
そ の 他 34,700

負 債 合 計 27,135,752
純 資 産 の 部

株 主 資 本 22,629,332
資 本 金 4,163,262
資 本 剰 余 金 4,071,331
利 益 剰 余 金 15,069,096
自 己 株 式 △674,357

その他の包括利益累計額 544,382
その他有価証券評価差額金 556,683
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2,663
退職給付に係る調整累計額 △9,637

新 株 予 約 権 1,179
非 支 配 株 主 持 分 24,628
純 資 産 合 計 23,199,523

資 産 合 計 50,335,275 負 債 ・ 純 資 産 合 計 50,335,275

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（2020年11月 1 日から
2021年10月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 52,787,978
売 上 原 価 43,785,937

売 上 総 利 益 9,002,040
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,664,105

営 業 利 益 5,337,935
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 25,386
受 取 手 数 料 8,523
受 取 保 険 金 8,065
助 成 金 収 入 7,488
そ の 他 24,403 73,868

営 業 外 費 用
支 払 利 息 135,843
資 金 調 達 費 用 56,291
そ の 他 16,144 208,280
経 常 利 益 5,203,523

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 16,126
違 約 金 収 入 56,160 72,286

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 10,277
減 損 損 失 186,311
訴 訟 関 連 損 失 28,892 225,481

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,050,328
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,857,423
法 人 税 等 調 整 額 △52,244 1,805,178
当 期 純 利 益 3,245,149
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 7,813
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,252,963

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（2021年10月31日現在）
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
の れ ん
商 標 権
ソ フ ト ウ ェ ア
借 地 権
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 未 収 入 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

10,556,223
8,617,802
467,302
38,563
466,241
663,305
99,797
203,688
△477

35,674,649
28,890,816
16,634,009
260,485
15,087
167,495
9,929,973

4,662
1,879,101
580,414
48,885
4,322

298,972
32,923
195,310
6,203,417
1,126,298
996,208
6,521
64,590
633,983
3,094,392
154,219
131,806
5,070
△9,673　

流 動 負 債 7,622,976
営 業 未 払 金 666,794
1年内償還予定の社債 20,000
１年内返済予定の長期借入金 978,934
リ ー ス 債 務 2,677
未 払 金 146,924
未 払 費 用 158,954
未 払 法 人 税 等 940,776
未 払 消 費 税 等 55,762
前受金及び営業預り金 3,890,429
前 受 収 益 481,755
預 り 金 54,367
賞 与 引 当 金 48,410
役 員 賞 与 引 当 金 177,190

固 定 負 債 17,814,645
社 債 30,000
長 期 借 入 金 14,843,028
リ ー ス 債 務 2,758
長期預り敷金保証金 2,582,110
退 職 給 付 引 当 金 245,367
資 産 除 去 債 務 83,823
そ の 他 27,556

負 債 合 計 25,437,621
純 資 産 の 部

株 主 資 本 20,238,074
資 本 金 4,163,262
資 本 剰 余 金 4,115,468
資 本 準 備 金 4,043,262
そ の 他 資 本 剰 余 金 72,206
利 益 剰 余 金 12,633,701
利 益 準 備 金 30,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 12,603,701
別 途 積 立 金 410,000
繰 越 利 益 剰 余 金 12,193,701

自 己 株 式 △674,357
評 価 ・ 換 算 差 額 等 554,019
その他有価証券評価差額金 556,683
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △2,663
新 株 予 約 権 1,157
純 資 産 合 計 20,793,251

資 産 合 計 46,230,872 負 債 ・ 純 資 産 合 計 46,230,872

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（2020年11月 1 日から
2021年10月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 45,395,271
売 上 原 価 38,532,617
売 上 総 利 益 6,862,654

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,364,585
営 業 利 益 3,498,069

営 業 外 収 益
受 取 利 息 879
受 取 配 当 金 524,876
受 取 手 数 料 102,936
そ の 他 19,361 648,054

営 業 外 費 用
支 払 利 息 159,779
資 金 調 達 費 用 56,123
そ の 他 12,676 228,579
経 常 利 益 3,917,544

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 16,126
違 約 金 収 入 56,160 72,286

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 5,846
関 係 会 社 株 式 評 価 損 290,085
訴 訟 関 連 損 失 28,892 324,824

税 引 前 当 期 純 利 益 3,665,006
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,154,371
法 人 税 等 調 整 額 △27,357 1,127,013
当 期 純 利 益 2,537,993

損　益　計　算　書

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 淵 貴 史 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 田 秀 樹 ㊞

独立監査人の監査報告書
2021年12月９日

株式会社ジェイ・エス・ビー
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
京都事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ジェイ･エス･ビーの2020年11月１日か
ら2021年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社ジェイ・エス・ビー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 淵 貴 史 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 田 秀 樹 ㊞

独立監査人の監査報告書
2021年12月９日

株式会社ジェイ・エス・ビー
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
京都事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ジェイ･エス･ビーの2020年11月
１日から2021年10月31日までの第33期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

計算書類に係る会計監査報告
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2020年11月１日から2021年10月31日までの第33期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報
告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年12月10日
株式会社ジェイ・エス・ビー　監査役会
常 勤 監 査 役 岡 田 健 一 ㊞
社 外 監 査 役 平 口 　 勲 ㊞
社 外 監 査 役 角 本 　 武 ㊞　

監査役会の監査報告

以　上
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候補者
番 号

ふ  り  が  な

氏 　 　 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

１
こん

近
 

 
どう

藤
 

 
 

　
 

 
まさ

雅
 

 
ひこ

彦
(1970年11月30日生)

    1995年    4 月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ（現株式会
社ローソン）入社

    1995年    12月 当社入社
    2007年    4 月 株式会社ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任
    2008年    4 月 当社執行役員就任
    2009年    9 月 当社賃貸事業本部長
    2009年    12月 当社取締役就任
    2011年    10月 当社常務取締役就任
    2014年    4 月 当社専務取締役就任　営業部門統括・賃貸事業本部長
    2015年    6 月 当社営業推進本部長
    2015年    9 月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク代表取締役就任
    2016年    11月 当社営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長
    2017年    10月 当社営業推進本部長（現任）
    2019年    6 月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク代表取締役就任

（現任）
    2020年    6 月 当社取締役副社長就任
    2021年    1 月 当社代表取締役社長就任（現任）

48,500株

（重要な兼職の状況）
株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク代表取締役

株主総会参考書類

第１号議案　取締役10名選任の件
　本株主総会の終結の時をもって、取締役全員（10名）は任期満了となりますので、取締役10名の
選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

ふ  り  が  な

氏 　 　 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

２
こ

小
 

 
すが

管
 

 
 

　
 

 
か

香
 

 
おり

織
(1974年３月19日生)

    1994年    4 月 住井八幡歯科医院入職
    1999年    4 月 株式会社小管工務店入社
    2005年    5 月 当社入社
    2015年    10月 株式会社ＯＶＯ代表取締役就任（現任）
    2016年    1 月 当社執行役員就任　秘書室長
    2016年    6 月 当社執行役員
    2018年    12月 当社秘書室長
    2019年    1 月 当社取締役就任
    2019年    6 月 当社事業開発本部長兼秘書室長（現任）
    2021年    1 月 当社常務取締役就任（現任）
    2021年    3 月 株式会社Ｍｅｗｃｋｅｔ代表取締役就任（現任）

52,400株

（重要な兼職の状況）
株式会社ＯＶＯ代表取締役
株式会社Ｍｅｗｃｋｅｔ代表取締役

３
はやし

林
 

 
 

　
 

 
 

　
 

 
けん

健
 

 
じ

児
(1969年９月27日生)

    1993年    4 月 出光興産株式会社入社
    2000年    12月 株式会社日本エル・シー・エー入社
    2005年    11月 横浜新港倉庫株式会社入社
    2006年    6 月 同社取締役就任
    2007年    11月 株式会社日本エル・シー・エー入社
    2009年    5 月 株式会社ユー・エフ・リンクへ転籍
    2009年    10月 当社入社　総務部長
    2011年    1 月 当社取締役就任（現任）
    2013年    6 月 当社メンテナンス事業本部長
    2014年    4 月 当社高齢者事業本部長
    2015年    6 月 当社営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長
    2016年    1 月 当社管理本部長
    2016年    6 月 当社管理本部長兼秘書室長
    2018年    12月 当社管理本部長（現任）

20,300株
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略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

４
やま

山
 

 
もと 

本
 

 
 

　
 

 
たか

貴
 

 
のり

紀
(1971年12月８日生)

    1994年    4 月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京（現株式会社ジェイ・
エス・ビー・ネットワーク）入社

    1995年    11月 当社へ転籍
    2001年    4 月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡（現株式会社財産

ネットワークス福岡）入社
    2002年    10月 当社入社
    2004年    4 月 当社執行役員就任
    2007年    4 月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任
    2011年    9 月 当社執行役員退任
    2013年    6 月 当社執行役員就任　管理本部長
    2014年    1 月 当社取締役就任（現任）
    2014年    4 月 当社企画開発本部長
    2015年    6 月 当社高齢者事業本部長
    2017年    10月 当社高齢者事業本部長兼業務統括部長（現任）

12,600株

５
かな

金
 

 
い

井
 

 
 

　
 

 
ひろ

宏
 

 
ゆき

之
(1962年11月26日生)

    1981年    4 月 株式会社シンエイ入社
    1993年    10月 協和建設株式会社入社
    1996年    4 月 株式会社グリーンボックス入社
    2002年    10月 株式会社リビングサービス入社
    2006年    1 月 当社入社
    2011年    10月 当社執行役員就任
    2012年    11月 当社企画開発本部長
    2014年    4 月 当社企画開発本部副本部長
    2015年    6 月 当社東日本企画開発部長
    2017年    10月 当社営業推進本部副本部長兼不動産開発室長
    2019年    1 月 当社取締役就任（現任）
    2019年    6 月 当社企画開発本部長（現任）

18,000株
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候補者
番 号

ふ  り  が  な

氏 　 　 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

６
おか

岡
 

 
 

　
 

 
 

　
 

 
やす

靖
 

 
こ

子
(1962年１月14日生)

    1982年    4 月 京都公証人合同役場勤務
    1985年    4 月 京都市勤務
    1988年    3 月 京都市退職
    2013年    9 月 当社取締役就任
    2014年    4 月 当社代表取締役会長就任
    2021年    1 月 当社取締役（現任）

3,593,900株

７
しら

白
 

 
いし

石
 

 
 

　
 

 
のり

徳
 

 
お

生
(1967年１月23日生)

    1990年    8 月 株式会社パソナジャパン（現ランスタッド株式会社）入社
    1996年    3 月 株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・

ワン）取締役就任
    2000年    6 月 同社代表取締役社長就任
    2012年    1 月 当社取締役就任（現任）
    2013年    8 月 株式会社パソナグループ取締役就任
    2013年    10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.（ 現BENEFIT ONE 

INTERNATIONAL PTE. LTD.）Director就任（現任）
    2014年    1 月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED 

Managing Director就任（現任）
    2016年    12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役就任

（現任）
    2017年    9 月 株式会社ディージーワン取締役就任
    2021年    4 月 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長　監査部担

当（現任）

40,000株

（重要な兼職の状況）
株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長　監査部担当
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（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

８
すず

鈴
 

 
き

木
 

 
 

　
 

 
やす

康
 

 
ゆき

之
(1971年７月14日生)

    2002年    10月 堀裕法律事務所（現堀総合法律事務所）入所
    2007年    3 月 株式会社サクセスアカデミー（現ライクアカデミー株式

会社）監査役就任
    2009年    3 月 鈴木康之法律事務所（現弁護士法人鈴木康之法律事務

所）開設　代表就任（現任）
    2010年    11月 サクセスホールディングス株式会社（現ライクキッズ株

式会社）監査役就任
    2010年    12月 株式会社アイリックコーポレーション監査役就任（現

任）
    2013年    4 月 当社取締役就任（現任）
    2016年    3 月 サクセスホールディングス株式会社（現ライクキッズ株

式会社）取締役（監査等委員）就任

－株

（重要な兼職の状況）
弁護士法人鈴木康之法律事務所代表

９
※
きよ

清
 

 
はら

原
 

　
 

 
ゆう

裕
 

 
へい

平
(1967年４月29日生)

    1986年    4 月 金沢国税局入局
    2005年    7 月 大阪国税局課税第二部法人課税課監理第２係長
    2006年    7 月 大阪国税局課税第二部法人課税課総務係長
    2008年    7 月 大阪国税局総務部税務相談室税務相談官
    2013年    7 月 大津税務署管理運営部門統括国税徴収官
    2014年    8 月 清原裕平税理士事務所（現清原公認会計士・税理士事務

所）開設　所長就任（現任）
    2016年    9 月 株式会社名鉄百貨店財務部（財務コンサルティング）
    2019年    1 月 清原コンサルティング合同会社代表社員就任（現任）
    2019年    7 月 公認会計士登録

－株

（重要な兼職の状況）
清原公認会計士・税理士事務所所長
清原コンサルティング合同会社代表社員
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候補者
番 号

ふ  り  が  な

氏 　 　 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

10
※
ふく

福
 

 
しま

島
 

　
 

 
ひろ

裕
 

 
き

記
(1955年７月9日生)

    1980年    4 月 北九州大学生活協同組合（現北九州市立大学生活協同組
合）入職

    1985年    6 月 同組合専務理事就任
    1991年    6 月 大学生活協同組合九州事業連合（現大学生協事業連合）

常務理事就任
    2003年    5 月 同事業連合専務理事就任
    2007年    12月 全国大学生活協同組合連合会理事就任
    2008年    12月 同連合会常務理事就任
    2011年    9 月 同連合会専務理事就任
    2012年    6 月 日本生活協同組合連合会理事就任
    2015年    6 月 同組合常勤監事就任
    2019年    7 月 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員就任

（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社員

（注）１. ※印は、新任の取締役候補者であります。
２. 白石 徳生氏は株式会社ベネフィット・ワンの代表取締役社長であり、当社は同社の福利厚生サービ

スの提供を受けておりますが、その取引額は当社連結売上高の0.1％未満と僅少であります。その他
の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３. 白石 徳生氏、鈴木 康之氏、清原 裕平氏及び福島裕記氏は、社外取締役候補者であります。
４. 白石 徳生氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は企業経営者としての豊富な経験・知識並びに

経営に関する高い見識を有しており、当社の経営に反映していただくことにより、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を期待したためであります。

５. 鈴木 康之氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士資格を有しており、法律専門家として
の客観的立場から当社の経営に対する適切な助言をいただくことにより、意思決定の妥当性・適正性
を確保するための適切な役割を期待したためであります。

６. 清原 裕平氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、財
務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を活かし当社の経営の健全性を確保するための助言
をいただくことにより、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を期待したためであ
ります。
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氏名 企業経営 事業 コーポレート 法務 財務会計 ダイバーシティ
近藤　雅彦 ● ●
小管　香織 ● ●
林　　健児 ● ●
山本　貴紀 ● ●
金井　宏之 ●
岡　　靖子 ● ● ●
白石　徳生 ●
鈴木　康之 ●
清原　裕平 ●
福島　裕記 ●

７. 福島 裕記氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は長年にわたり生活協同組合組織の運営に携わ
った豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の経営に反映していただくことにより、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を期待したためであります。なお同氏は、当社の業務
提携先である大学生協事業連合（旧大学生活協同組合九州事業連合）を含む各生活協同組合組織にお
ける役員就任の経歴を有しておりますが、最終在籍先を退任してから２年以上が経過しており、退任
後は業務執行に携わっておりません。

８. 白石 徳生氏及び鈴木 康之氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期
間は、本株主総会の終結の時をもって、白石 徳生氏が９年､鈴木 康之氏が８年９ヶ月であります。

９. 当社は、白石 徳生氏及び鈴木 康之氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、白石 徳生氏及び鈴木 康之氏が再任
された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、清原 裕平氏及び福島 裕記氏の
選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

10. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の19頁に記載のとおりであります。各取締役候補者
の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契
約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

11. 当社は、白石 徳生氏及び鈴木 康之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており
ます。白石 徳生氏及び鈴木 康之氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定
であります。また、清原 裕平氏及び福島 裕記氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独
立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であ
ります。

12. 各候補者の「所有する当社株式の数」につきましては、2021年10月31日現在の状況であります。
（ご参考）取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）

（注）各人が有する全ての専門性・経験・知見を示すものではありません。
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候補者
番 号

ふ  り  が  な

氏 　 　 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社株式
の 数

１
※

じょう

上
 

 
がん

願
 

 
 

 
 

　
 

 
とし

敏 
き

來󠄀
(1960年4月16日生)

    1979年    4 月 大阪国税局入局
    2013年    7 月 浪速税務署長
    2014年    7 月 大阪国税局総務部人事調査官
    2015年    7 月 大阪国税局課税第二部消費税課長
    2016年    7 月 大阪国税局課税第一部審理課長
    2017年    7 月 大阪国税局課税第二部法人課税課長
    2018年    7 月 大阪国税局課税第一部課税総括課長
    2019年    7 月 大阪国税局総務部次長
    2020年    7 月 大阪国税局調査第二部長
    2021年    9 月 上願敏來󠄀税理士事務所開設　所長就任（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
上願敏來󠄀税理士事務所所長

２
※
ふな

舩
 

 
とみ

冨
 

 
 

 
 

　
 

 
こう

康 
じ

次
(1961年3月29日生)

    1983年    4 月 大阪国税局入局
    2012年    7 月 田辺税務署長
    2013年    7 月 大阪国税局調査第二部調査第21部門統括国税調査官
    2014年    7 月 大阪国税局課税第二部消費税課長
    2015年    7 月 大阪国税局総務部企画課長
    2016年    7 月 大阪国税局課税第二部法人課税課長
    2017年    7 月 大阪国税局課税第一部課税総括課長
    2018年    7 月 大阪国税局総務部総務課長
    2019年    7 月 大阪国税局課税第二部次長
    2020年    7 月 大阪国税局課税第二部長
    2021年    8 月 舩冨康次税理士事務所開設　所長就任（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
舩冨康次税理士事務所所長

第２号議案　監査役２名選任の件
　本株主総会の終結の時をもって、監査役平口 勲氏が任期満了となり、また監査役角本 武氏が辞任
されますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
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（注）１. ※印は、新任の監査役候補者であります。
２. 両候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３. 上願 敏來󠄀氏及び舩冨 康次氏は、社外監査役候補者であります。
４. 上願 敏來󠄀氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は税理士資格を有しており、高度な専門知識と

豊富な経験を当社の監査に活かしていただくことを期待したためであります。また同氏は、これまで
直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切
に遂行していただけるものと判断しております。

５. 舩冨 康次氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は税理士資格を有しており、高度な専門知識と
豊富な経験を当社の監査に活かしていただくことを期待したためであります。また同氏は、これまで
直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切
に遂行していただけるものと判断しております。

６. 上願 敏來󠄀氏及び舩冨 康次氏の選任が承認された場合、当社は、両氏との間で会社法第427条第１項
の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたしま
す。

７. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の19頁に記載のとおりであります。両監査役候補者
の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契
約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

８. 両候補者の「所有する当社株式の数」につきましては、2021年10月31日現在の状況であります。
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所有する
当社株式
の 数

すぎ

杉
 

 
お

尾
 

 
 

　
 

 
 

　
 

 
たかし

隆
(1960年１月9日生)

    1978年    4 月 大阪国税局入局
    2012年    7 月 西成税務署長
    2013年    7 月 大阪国税局調査第二部調査第16部門統括官
    2014年    7 月 大阪国税局調査第二部調査第11部門統括官（総括）
    2015年    7 月 大阪国税局調査第一部調査開発課長
    2016年    7 月 大阪国税不服審判所管理課長
    2018年    7 月 広島国税不服審判所部長審判官
    2019年    7 月 大津税務署長
    2020年    9 月 杉尾隆税理士事務所開設　所長就任（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
杉尾隆税理士事務所所長

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするもの
であります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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（注）１. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 杉尾 隆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３. 杉尾 隆氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は税理士資格を有しており、監査役に就任

された場合に高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただくことを期待したためであ
ります。また同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、高度な専門知識と豊
富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。

４. 杉尾 隆氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の19頁に記載のとおりです。杉尾 隆氏が監査役に就
任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次
回更新時においても同内容での更新を予定しております。

６. 候補者の「所有する当社株式の数」につきましては、2021年10月31日現在の状況であります。

以上
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株主総会会場ご案内図

会　場：京都市下京区烏丸高辻󠄁東入ル高橋町630番地
ホテル日航プリンセス京都３階　「ローズ」

ＴＥＬ：075-342-2111
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下
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駅
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仏光寺通仏光寺通

市立
洛央小学校

佛光寺

京都駅方面京都駅方面

交通機関：地下鉄烏丸線四条駅下車　５番出口より徒歩３分
お 願 い：駐車場につきましては台数に限りがございますので、できる限り公共の交通機関をご利用

くださいますようお願い申しあげます。


